別記４

　計画変更床面積算定表
	計画変更事項
	計画変更の有無
	変更に伴う床面積

	
	１　敷地に接する道路の幅員、敷地が道路に接する部分の長さ、敷地面積、敷地境界線又は建築物の位置の変更　
	　　　　　
有 ・ 無
（変更事項）
　　　　　　
	　　　　　　
・　　㎡

	
	２　建築面積の変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	３　高さ又は階数の変更
	有 ・ 無
	　　　　　・　　㎡

	
	４　床の変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	５　階段の変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	６　柱、はり又はけたの変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	７　壁の変更
	有 ・ 無
	　　　　　・　　㎡

	
	８　屋根、軒、軒裏、ひさし又は天井の変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	９　開口部の変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	10　土台、基礎又は基礎ぐいの変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	11　小屋組の変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	12　斜材
	有 ・ 無
	・　　㎡

	
	13　建築設備（法第８７条の２第１項に該当するものを除く。）の変更
	有 ・ 無
	・　　㎡

	第２項　前各号以外の変更
	有 ・ 無
（変更事項）
	・　　㎡

	※変更前の計画の床面積（Ａ）
　　　　　　　　　　　　・　　　㎡
	小計（Ｓ）
	・　　㎡

	
（ａ）計画変更面積の２分の１
	（ａ）＝（Ｓ）×１／２＝ 　　 ・    ㎡
（Ｓ）が変更前の計画の床面積の合計（ａ）を超える場合は、（Ａ）を上限とする。

	（ｂ）床面積の増加面積
	（ｂ）＝　　　　　　　　・　　　㎡

	手数料算定対象床面積
	（ａ）＋（ｂ）＝　　　　・　　　㎡


（注）（１）準則第１第１項第１号に該当する変更は、その変更事項を記載して下さい。
　　　（２）準則第１第２項に該当する変更は、その変更事項を記載して下さい。
　　　（３）変更の内容が第１「第１項各号」及び「第２項」の項目の複数に該当する場合は、項目ごとの床面積の合計を記載してください。ただし、変更部分が重複して該当する場合は、当該重複している部分（床面積）を加算する必要はありません。
　　　（４）変更に伴う床面積の算定については、準則に従い算定してください。


